
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

平成２８年６月２０日（月）に岸町ふれあい館にて、「十条富士見中学校サブファミリーブロッ

ク小学校適正配置検討協議会（以下「協議会」という。）」が発足しました。 

また、第１回協議会では、以下の事項を決定しました。 
 

１ 協議会の設置要綱を定め、委員の構成は、ブロック内の町会・自治会連

合会等推薦委員１０名、小中学校ＰＴＡ推薦委員１６名、小中学校長６

名及び教育委員会事務局職員１名の計３３名としました。 
 

２ 座長には、十条地区町会連合会推薦の栗橋委員を、副座長には、十条台

地区連合町会推薦の沖田委員を、それぞれ選出しました。 
 

３ 協議会は公開とし、どなたでも傍聴できることとしました。 

また、傍聴に関し必要な事項を定めました。 
 

４ 協議会を円滑に運営するための論点整理や資料の精査等を行うために、幹事会を設置すること 

とし、幹事会の運営方針を定めました。構成は、座長及び副座長、町会・自治会連合会推薦幹事

の内から２名、小学校ＰＴＡ推薦委員の内から５名、小学校長５名及び教育委員会事務局職員１

名の計１５名としました。 
 
 
 
    

教育委員会が策定した「東京都北区立学校適正配置計画」に基づき、小学校の適正配置など 

について協議する組織です。 
 

本協議会の適正配置検討対象校は、王子第二小学校、王子第三小学校、 
王子第五小学校、荒川小学校、十条台小学校です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協議会は、どなたでも傍聴が可能です。 

日程等詳細が決まり次第、 北区ホームページ等でお知らせします。             

 ・傍聴を希望される方は、当日、直接会場にお越しください。              

 ・傍聴席には限りがございます。希望者多数の場合には、抽選を行いますので、          

  傍聴をご希望される方は、開始 5 分前までにお集まりください。               

 ・傍聴人は、発言等はできません。                              

また、写真、映像等の撮影や録音はできません。         十条富士見中ブロック  検索   
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協議会とは・・・ 
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●  協議会だより、議事要録等は、作成し次第、北区ホームページに掲載します。    ● 

●  また、十条台地域振興室及び十条地域振興室並びに                ● 

●  学校適正配置担当課(北区役所滝野川分庁舎４階)で閲覧できます。      ● 
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